
�愛媛県告示第８７２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

国民健康保険久
万高原町立病院

上浮穴郡久万高原町久万
６５番地 久万高原町

平成２５年
７月３１日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

独立行政法人国立病院機構四国がんセ
ンター 松山市南梅本町甲１６０ 独立行政法人国立病院機構四国がんセ

ンター 精神通院医療 平成２２年
５月１日

松山リハビリテーション病院 松山市高井町１２１１番地 医療法人財団慈強会 精神通院医療 平成２２年
６月１日

うつのみや内科 上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 医療法人うつのみや内科 精神通院医療 平成２２年
５月１日

ＳＨＵＮ心療クリニック 松山市朝生田町１丁目４番１４号
コンフォルトビル２Ｆ 医療法人恵彩会 精神通院医療 平成２２年

６月１日

クリニック暖 松山市桑原７丁目１番３６号 医療法人クリニック暖 精神通院医療 平成２２年
６月１日

こんどう心療内科 新居浜市坂井町２丁目５－１４ 医療法人こんどう心療内科 精神通院医療 平成２２年
７月１日

千葉薬局 新居浜市東田２丁目甲１８４１番地１ 高岡 倫子 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
５月１日

れんげ堂薬局池田店 西条市丹原町池田１０９－１ 有限会社れんげ堂 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
６月１日

あかり薬局駅前店 新浜市坂井町２丁目５番４３号 大廣 貴士 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
７月１日

あおぞら調剤薬局 今治市北宝来町２丁目３番地６ 株式会社アガペ 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
７月１日

ハッピー薬局三津店 松山市三杉町１－３
明神海運ビル１Ｆ 株式会社ハッピーファーマシー 精神通院医療

（薬局）
平成２２年
７月１日

ちひろ薬局市駅店 松山市末広町１８番地７ 株式会社ちひろ 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
７月４日

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出………………………………………………………５６４

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………５６４

○ 地籍調査の成果の認証……………………………………………………５６５

○ 土地改良事業の工事の完了………………………………………………５６５

○ 加入区の設定（養殖共済）………………………………………………５６５

○ 漁業の免許…………………………………………………………………５６５

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧（２件）………………５６６

○ 道路の区域変更（一般国道４９４号）……………………………………５６７

○ 道路の区域変更（県道一本松城辺線）…………………………………５６７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………５６７

公 告

○ 採石業務管理者試験の実施………………………………………………５６７

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………５６８

正 誤

○ 平成２２年７月２３日付け第２１８６号愛媛県告示第８３２号（義務付保の

同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧）中…………５６８

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２１８９号 平成２２年８月３日

平成２２年８月３日火曜日 第２１８９号

��������������

愛 媛 県 報

５６４



�愛媛県告示第８７３号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松前町 大字筒井・浜・
西古泉の一部

平成２０年度から
平成２１年度まで

松前町の地籍図及
び地籍簿

２ 認証年月日

平成２２年８月３日

�������
�愛媛県告示第８７４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

一般農道整備事業 総津地区 平成２２年３月２６日

�������
�愛媛県告示第８７５号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

小割り式１年魚はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養殖業、小

割り式３年魚はまち養殖業、小割り式１年魚たい養殖業、小割り式

２年魚たい養殖業、小割り式３年魚たい養殖業、小割り式ふぐ養殖

業、小割り式１年魚かんぱち養殖業、小割り式２年魚かんぱち養殖

業、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割

り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき養殖業、小割り式

２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひらまさ養殖業、小割り式

まあじ養殖業、小割り式１年魚しまあじ養殖業、小割り式２年魚し

まあじ養殖業、小割り式２年魚まはた養殖業、小割り式３年魚まは

た養殖業、小割り式４年魚まはた養殖業、小割り式まさば養殖業、

小割り式２年魚くろまぐろ養殖業、小割り式３年魚くろまぐろ養殖

業、小割り式４年魚くろまぐろ養殖業、小割り式２年魚めばる養殖

業、小割り式３年魚めばる養殖業、小割り式４年魚めばる養殖業又

は小割り式かわはぎ養殖業

加入区の名称 区 域

宇和海第１８５加入区 宇特区第３６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１８６加入区 宇特区第３６１号漁業権漁場の区域

宇和海第１８７加入区 宇特区第３６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１８８加入区 宇特区第３６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１８９加入区 宇特区第３６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１９０加入区 宇特区第３６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１９１加入区 宇特区第３６６号漁業権漁場の区域

�愛媛県告示第８７６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成２２年８月１日次のように区画漁業を免許した。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

燧特区第１１１号 今治市関前岡村甲８０番地第２
関前村漁業協同組合

平成２２年３月３０日付け愛媛県
告示第４０２号のとおり

平成２２年８月１日から
平成２６年３月３１日まで

宇特区第３６０号 宇和島市築地町二丁目５番７号
うわうみ漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３６１号 宇和島市桝形町二丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６５号 〃
〃 〃 〃
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�������
�愛媛県告示第８７７号
東温市見奈良土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年８月３日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東温市見奈良土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 東温市見奈良土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２２年８月３日から８月３０日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�愛媛県告示第８７８号
東温市奥松瀬川土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年８月３日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東温市奥松瀬川土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 東温市奥松瀬川土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２２年８月３日から８月３０日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁及び川内支所

宇特区第３６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６７号 南宇和郡愛南町町鯆越１６６番地３
愛南漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８５号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成２２年８月３日 第２１８９号
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�愛媛県告示第８７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成２２年８月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成２２年１０月８日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成２２年９月８日（水）から同月１７日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局建設

部若しくは土木事務所

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町渋草１１０３番地先から

同町渋草１６３３番８まで

旧 ４．０～１６．０ ０．２７３

新 ８．０～４０．４ ０．２８２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町小山１５０１番２から

同町小山１５０１番２まで

旧 ６．０～２９．４ ０．０５４

新 １０．０～３４．２ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町小山１５０１番２から

同町小山１５０１番２まで
平成２２年８月３日

公 告
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５３号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年８月３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１～３ 省略

４ 身体障害者支援施設

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

指定障害者支援施設

東予希望の家

省略

省略

５ 省略

�正 誤

平成２２年７月２３日付け第２１８６号愛媛県告示第８３２号（義務付保の

同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧）中

１～３ 省略

４ 身体障害者支援施設

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

社会福祉法人白鳥会

重度身体障害者授産

施設東予希望の家

省略

省略

５ 省略

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

ページ 箇 所 誤 正

５３８ ２� 縦覧期
間

平成２２年８月６日から
同年８月２０日まで

平成２２年８月３日から
同年８月１７日まで

正 誤

平成２２年８月３日 発行
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